
一
頁

政
令
第
百
四
十
九
号

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当

金
等
に
つ
い
て
の
児
童
手
当
法
施
行
令
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

児
童
手
当
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
（
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
市
町
村
民
税
（
特
別
区
が
同
法
第
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
税
を
含
む
。
）
に
つ
き
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お

い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
免
除
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る

児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
掲

げ
る
控
除
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
控
除
又
は
免
除
」
と
、
「
四

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す

「
四

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
控
除

二
十
七
万



二
頁

る
控
除

二
十
七
万
円
」
と
あ
る
の
は

五

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て

円生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

と
す
る
。

免
除

当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額
」

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
以
後
の
児
童
手
当
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

所
得
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


